
５
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

６

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合

に
基
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
国
庫
に
納

付
す
る
も
の
と
し
た
。

○

山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
号
）

（
福
祉
保
健
総
務
課
）

１

離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
等
の
う
ち
生
活
に
困
窮
す
る
者
に
対
す
る
生
活
及
び
就
労
の
支
援
を

行
う
事
業
を
新
た
に
実
施
す
る
た
め
、
基
金
の
目
的
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
号

山
梨
県
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条
　
大
規
模
な
地
震
等
の
災
害
時
に
医
療
の
活
動
の
拠
点
と
な
る
病
院
の
耐
震
改
修
等
を
促
進
す

る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
時
に
お
け
る
適
切
な
医
療
提
供
体
制
の
確
保
を
図
る
た
め
、
山
梨
県
医
療
施

設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条
　
基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
。

（
管
理
）

第
三
条
　
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
替
運
用
）

第
四
条
　
知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
五
条
　
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す

る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
）

第
六
条
　
基
金
は
、
基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
基
金
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
二

条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
山
梨
県
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
条
例
第
五
号
）（
医
務
課
）

１

大
規
模
な
地
震
等
の
災
害
時
に
医
療
の
活
動
の
拠
点
と
な
る
病
院
の
耐
震
改
修
等
を
促
進
す
る
こ

と
に
よ
り
、
災
害
時
に
お
け
る
適
切
な
医
療
提
供
体
制
の
確
保
を
図
る
た
め
、
山
梨
県
医
療
施
設
耐

震
化
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

基
金
は
、基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、

一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

４
　
そ
の
他
基
金
の
管
理
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

５
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

６

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合

に
基
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
国
庫
に
納

付
す
る
も
の
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
条
例
第
六
号
）（
医
務
課
）

１

地
域
医
療
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制

の
強
化
を
図
る
た
め
、
山
梨
県
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設

置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

基
金
は
、基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、

一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

４

そ
の
他
基
金
の
管
理
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

三
月
十
日

号
外
第
十
一
号

水　曜　日



限
り
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
条
例
の
失
効
等
）

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

基
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
国
庫
に
納
付

す
る
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
六
号

山
梨
県
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条
　
地
域
医
療
再
生
計
画
（
地
域
に
お
け
る
医
療
に
係
る
課
題
に
対
応
す
る
た
め
県
が
策
定
す
る

計
画
を
い
う
。）
に
基
づ
く
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
の
強

化
を
図
る
た
め
、
山
梨
県
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す

る
。

（
積
立
て
）

第
二
条
　
基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
。

（
管
理
）

第
三
条
　
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
替
運
用
）

第
四
条
　
知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
五
条
　
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す

る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
）

第
六
条
　
基
金
は
、
基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に

限
り
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
条
例
の
失
効
等
）

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

基
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
国
庫
に
納
付

す
る
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
七
号

山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
」
を
「
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
等
」
に
改
め
、「
図
る
」
の
下
に

「
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
生
活
に
困
窮
す
る
者
に
対
し
生
活
及
び
就
労
の
支
援
を
行
う
」
を

加
え
る
。附

　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
一
号
　
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

二

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


